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お知らせ版667-1❶

三島町観光協会「観光交流舘からんころん」
事務局員募集について

　三島町観光協会「観光交流舘からんころん」では、以下のとおり事務局員を
募集します。
　三島町の観光の活性化のために、いっしょに働いてみませんか。

職 　 　 種  事務局員（正職員）

募 集 人 数  １名
雇 用 期 間  採用後相談 / 雇用期間の定めなし（試用期間３カ月）
年 　 齢  不問
就 業 時 間  ８:30 ～ 17：30
勤 務 日 数  火～日曜日のうち週５日（※月曜日休館）

賃 金 形 態
 基本給　月額１７０，０００円
 通勤手当・休日労働手当・労務時間外手当

資 　 　 格
 ・普通自動車第一種運転免許
 ・メール対応、Word・Excel 等の操作が可能な方

業 務 内 容

 ・三島町観光協会の運営に関すること
 ・町内外における観光誘客イベントに関すること
 ・三島町の観光情報発信に関すること
 ・その他、三島町の観光に関すること

加 入 保 険  労災保険
選考方法  面接・書類選考

応募方法
 応募希望の方は事前に三島町観光協会までご連絡ください。
 面接日に「履歴書（写真貼付）」を持参してください。

問三島町観光協会　☎ (48)5000

観光交流舘「からんころん」
営業時間変更について

　「観光交流舘からんころん」の営業時間が、利用者の便宜を図るため、令和
８年度より次のように変更となります。
　ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

営 業 時 間  変更前）９時 00 分～ 18 時 00 分
 変更後）８時 30 分～ 17 時 30 分

変 更 日  ４月１日～

問三島町観光協会　☎ (48)5000

　※営業時間の変更に伴い、レンタサイクルの貸出、観光案内業務につきまし
ても同時間での対応となります。

「からんころん便り」の発行終了について
　「観光交流舘からんころん」で毎月発行しておりました「からんころん便り」
の発行を３月末をもって終了いたします。
　なお、今後につきましては、毎月発行しております広報誌「広報みしま」内で、

「からんころんからのお知らせ」として情報を発信する予定です。
　ご理解のほどよろしくお願いいたします。

問三島町観光協会　☎ (48)5000

「桐の里倶楽部」の営業休止について

　町民の皆様に長らくご利用いただきました「桐の里倶楽部」ですが、近年湯
量が不安定になっていることから、３月末で営業を休止いたします。
　町民の皆様には、大変ご不便をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお
願い申し上げます。
　トレーニングルームの器具については、別の施設への移動を検討しています。
　また、トレーニングルームの靴棚にシューズを置いたままにされている方は、
施設休止前に必ずご自身で回収してください。

問地域政策課　☎ (48)5533

三島町 SS（ガソリンスタンド）
町民割引クーポン更新手続きのお願い

　三島町ＳＳでは、町民の方や特別町民の方を対象に、給油金額を割引するクー
ポンを配付しておりますが、1 年ごとに更新手続きが必要となります。
　現在の割引クーポンの有効期限は、令和８年３月 31 日㊋までとなりますので、
更新の際には、スタンド事務所にて運転免許証など（町内に住所があることを
確認できる証明書）をご提示の上、お手続きをお願いします。

運営事業者  　　桐の里産業株式会社 ☎ (52)2050（給油所）　

営業時間  　　７：00 ～ 19：00
休 業 日  　　毎週木曜日

問地域政策課　☎ (48)5533

水道メーター検針員を募集します
　町では、水道メーターの検針業務等を行う方を以下のとおり募集します。

業務内容

 【水道検針業務等の委託】
 ・各家庭等に設置されている水道メーターの検針
 ・水道料金の算定及び徴収
 ・簡易的な水道施設の維持管理（塩素等の補給、施設周辺の刈払い、
   量水器交換等）
 ※当面の間は、現在の検針員の指導のもとに業務を進めることにな
　ります。

応募資格

 ・町内又は近隣にお住まいの方
 ・普通自動車運転免許を有する方
 ・パソコン操作ができる方（ワード・エクセル操作必須、専用シス
   テムへの入力等）

募集人数  １名

勤務形態  土日祝日を除く週５日以内（月の下旬の検針期は週５日）

委託料等
 月額２００，０００円～（業務内容・日数に応じて委託料の変更あり）
 ※社会保険等の加入はありません（業務委託型のため）

応募期限  ３月 27 日㊎まで

応募方法  履歴書を産業建設課まで提出してください。

問 合 せ
応 募 先

 三島町役場　産業建設課　☎ 0241(48)5566
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　　桐の里倶楽部トレーニング教室  参加募集
　スポーツクラブＪＯＹＦＩＴ（会津若松市）のインストラクターを講師に、
ランニング（ウォーキング）マシンやエアロバイクでの有酸素運動や筋トレ、
ヨガやストレッチなどを組合せたトレーニング教室を開催します。
　申し込みは不要ですので、ぜひお気軽にご参加ください。
　また、桐の里俱楽部の休止に伴い、３月末をもってトレーニング教室を休止
とさせていただきます。

日 　 時
 ３月 24 日㊋
 【昼の部】14：00 ～ 15：00
 【夜の部】18：30 ～ 19：30

場 　 所  桐の里倶楽部（トレーニングルーム）

対 象 者  町内に在住又は勤務する 18 歳以上の方
 （保護者同伴の中・高校生も可）

持 ち 物  運動靴（室内履き）、飲み物、タオル、健康ポイントカード

ポ※

問町民課保健福祉係　☎ (48)5565

　　　こらんしょ運動教室について
　体を動かすことを目的とした集いの場を開催いたします。自宅ではやる気が
出ない、一人では続かない方も健康づくりの仲間と一緒に取り組みましょう。

日 　 程  ３月 27 日㊎  ４月 17 日㊎
時 　 間  10：30 ～ 11：30
会 　 場  町民センター大ホール
持 ち 物  健康ポイントカード、飲み物・上履き・タオル

講 　 師  佐藤　正子　先生

プログラム  ダンスエクササイズ　「ズンバゴールド」

問地域包括支援センター　☎(48)5045

ポ※

　　 運動で見直す「ならない・悪化しない」
                  心臓病運動講座について
　高血圧や糖尿病、高脂血症、肥満、メタボリック
症候群などの生活習慣病は全て心臓病の予備軍であ
り、本町においても、心臓病を指摘されている方が
年々増加傾向となっています。
　既に心臓病を指摘されている方は重症化を予防
し、生活習慣病を指摘されている方は、心臓病を発
症しない為の生活の見直しが大切です。
　ぜひご参加ください。

日 　 時 ３月 30 日㊊　10：00 ～ 11：30
会 　 場  町民センター大ホール

内 　 容
 心臓病予防・生活習慣病予防と運動について
 運動プログラムの実施

講 　 師  竹田綜合病院　佐藤志保先生（心臓病専門理学療法士）

問地域包括支援センター　☎（48)5045

ポ※

　　令和７年度　三島町健康講座について
「目指せ健康寿命！＋ 10 歳 ( プラステン )」

　三島町健康講座「目指せ健康寿命！＋１０歳 ( プラステン )」は、健康づくり・
介護予防に関心がある方々や身体機能の低下や健康面に不安がある方が、さま
ざまなゲームやレクリエーション・ものづくり・運動などをとおして、楽しみ
ながら健康づくりに取り組む、定期的な集いの場です。
　「人と会っておしゃべりしたい」「とにかく出掛ける場所が欲しい」方も大歓
迎です！

日 　 程  ３月 26 日㊍ ４月９日㊍
時 　 間  10：00 ～正午ごろ
会 　 場  町民センターふれあいの間
持 ち 物  健康ポイントカード、飲み物、筆記用具

内 容 等
 元気でまっせ体操
 ゲーム大会
 参加費：１００円

 元気でまっせ体操
 コグニサイズ体操
 脳トレ

問地域包括支援センター　☎(48)5045

ポ※

　福島県では、下記の野生山菜・たけのこについて、放射性物質のモニタリン
グ検査を行っています。出荷される方は、検査への御協力をお願いします。
　詳細については、採取・持ち込み前に、役場産業建設課にお問い合せください。
　また、当年度の検査状況や生産者台帳の登録状況により、検査が省略できる
場合もあります。
　なお、三島町の「こしあぶら」は、出荷制限がかかっているため、出荷・販
売はしないでください。

「山菜・たけのこ」の採取と出荷制限について

　三島町で採取された野生山菜のモニタリング検査対象品目　13 品目
 くさそてつ（こごみ）、さんしょう、ぜんまい、たけのこ、たらのめ、 ねまがりたけ、
 わらび（栽培含む）、うど、うわばみそう、おおばぎぼうし（うるい）、 ふき、ふきのとう、
 もみじがさ（しどけ）

注 意 事 項

 １　会津地域の他の市町村でも、こしあぶら・たらのめ・ねまが
　りたけなど一部の山菜が出荷制限等されていますので、ご注意
　ください。
 ２　制限が解除されるまで出荷・販売はしないでください。
 ３　加工品の原料としても使用しないでください。
 ４　食堂や宿泊施設等で調理してお客様に提供することもしない
　でください。
 ５　フリマアプリ等のインターネットによる通信販売、無人販売
　所での販売もしないでください。
 ６　他人への無償譲渡もしないでください（出荷・販売に含まれ
　ます。）

　上記の検査対象品目に係る県モニタリング検査に関するお願い
　県へモニタリング検査を依頼する場合は、事前に対象となる山菜を役場に届けて
 いただく必要があります。採取する前に、必ず役場産業建設課へ電話連絡をお願い
 いたしま す。
 ※電話連絡を受けた後、事前調整を行い届けていただく日をお伝えいたします。

検 査 日  原則　火曜日と金曜日
※山菜・きのこの時期には水曜日の臨時回が設けられます。

搬 入 日

 ①火曜日の検査を希望する場合
 ※検査日前週の木曜日中に役場へ届ける必要があります。
 ②金曜日の検査を希望する場合
 ※検査日当該週の火曜日中に役場へ届ける必要があります。

※出荷制限品目等の詳細については、県ホームページをご覧ください。
　福島県林業振興課HP　http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36055c/

問産業建設課　産業建設係　☎ (48)5566


